
新 旧 備 考

第８７類 第８７類
鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

（省 略） （省 略）
総説 総説

この類には、16部のある種の移動式の機械を除くほか、次の車両を含む（87.01 項、87.05 項 この類には、16部のある種の移動式の機械を除くほか、次の車両を含む（87.01 項、87.05 項
及び87.16 項の解説参照）。 及び87.16 項の解説参照）。
(１)～(４) （省 略） (１)～(４) （省 略）
(５) モーターサイクル及びサイドカー並びに自転車及び身体障害者用又は病人用の車両（原動 (５) モーターサイクル及びサイドカー並びに自転車及び身体障害者用又は病人用の車両（原動
機を有するか有しないかを問わない。）（87.11 から87.13 まで） 機を有するか有しないかを問わない。）（87.11 から87.13 まで）
(６)、(７) （省 略） (６)、(７) （省 略）

（省 略） （省 略）
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８７．１３ 身体障害者用又は病人用の車両（原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しな ８７．１３ 身体障害者用又は病人用の車両（原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しな
いかを問わない。） いかを問わない。）

（省 略） （省 略）
この項には、機械式駆動機構を有するか有しないかを問わず、身体障害者、病 この項には、機械式駆動機構を有するか有しないかを問わず、身体障害者、病
人、麻痺した者、不具者等を運搬するために特に設計した車両を含む。 人、麻痺した者、不具者等を運搬するために特に設計した車両を含む。
機械式駆動機構を有する車両は、通常、軽原動機によつて駆動するか又はレバー 機械式駆動機構を有する車両は、通常、軽原動機によつて駆動するか又はレバー
若しくは取手作動機構によつて手で駆動する。その他の身体障害者用車両は、手で 若しくは取手作動機構によつて手で駆動する。その他の身体障害者用車両は、手で
押すか又は直接手で車輪を回して駆動する。 押すか又は直接手で車輪を回して駆動する。
この項には、次の物品を含まない。 この項には、次の物品を含まない。
(ａ) 身体障害者用又は病人用に単に改装した通常の車両（例えば、手動式のクラ (ａ) 身体障害者用又は病人用に単に改装した通常の車両（例えば、手動式のクラ
ッチ、アクセル等を有する自動車（87.03 ）、特殊な附属装置を取り付けてあ ッチ、アクセル等を有する自動車（87.03 ）、特殊な附属装置を取り付けてあ
り、片足でペダルを踏むようになつている二輪自転車（87.12 ）） り、片足でペダルを踏むようになつている二輪自転車（87.12 ））
(ｂ) （省 略） (ｂ) （省 略）
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８７．１４ 部分品及び附属品（第87.11 項から第87.13 項までの車両のものに限る。） ８７．１４ 部分品及び附属品（第87.11 項から第87.13 項までの車両のものに限る。）
（省 略） （省 略）

8714.20 －身体障害者用又は病人用の車両のもの 8714.20 －身体障害者用又は病人用の車両のもの
（省 略） （省 略）

この項には、モーターサイクル（モペットを含む。）、補助原動機付きの自転 この項には、モーターサイクル（モペットを含む。）、補助原動機付きの自転
車、サイドカー、原動機を有しない自転車又は身体障害者用若しくは病人用の車両 車、サイドカー、原動機を有しない自転車又は身体障害者用若しくは病人用の車両
に使用する部分品及び附属品であつて、次の二つの要件のいずれをも満たす物品を に使用する部分品及び附属品であつて、次の二つの要件のいずれをも満たす物品を
含む。 含む。
（ⅰ）～（ⅱ） （省 略） (ⅰ)～(ⅱ) （省 略）
この項の部分品及び附属品には、次のような物品を含む。 この項の部分品及び附属品には、次のような物品を含む。
(１) 運搬用三輪自動車、サイドカー又は身体障害者用若しくは病人用の車両の車 (１) 運搬用三輪自動車、サイドカー又は身体障害者用若しくは病人用の車両の車
体及びその部分品（フード、扉、床等） 体及びその部分品（フード、扉、床等）
(２)～(23) （省 略） (２)～(23) （省 略）
(24) 駆動用レバー及びクランクハンドル、背もたれ及び背もたれのステアリング (24) 駆動用レバー及びクランクハンドル、背もたれ及び背もたれのステアリング
コラム、足かけ、脚支え、ひじ掛け等（身体障害者用又は病人用の車両のも コラム、足かけ、脚支え、ひじ掛け等（身体障害者用又は病人用の車両のも
の） の）
(25) （省 略） (25) （省 略）
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８８．０５ 航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装 ８８．０５ 航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装
置並びにこれらの部分品 置並びにこれらの部分品

（省 略） （省 略）
－航空用地上訓練装置及びその部分品 8805.20 －航空用地上訓練装置及びその部分品

8805.21 －－空中戦用シミュレーター及びその部分品
8805.29 －－その他のもの
この項には、全く異なる３種類の物品を含む。 この項には、全く異なる３種類の物品を含む。
(Ａ)、(Ｂ) （省 略） (Ａ)、(Ｂ) （省 略）
(Ｃ) 航空用地上訓練装置 (Ｃ) 航空用地上訓練装置
パイロットの訓練用に使用するこの装置には、次の物品を含む。 パイロットの訓練用に使用するこの装置には、次の物品を含む。
(１) 電子式のフライトシミュレーターは、航行条件のシミュレーションを行 (１) 電子式のフライトシミュレーター：航行条件のシミュレーションを行う。
う。当該機器は任意の航行条件に正確に対応する感触と読みとの組合せを制 当該機器は任意の航行条件に正確に対応する感触と読みとの組合せを制御装
御装置に送ることができる。空中戦用シミュレーターは、空中戦のシミュレ 置に送ることができる。
ーションを行うことによって、パイロットを訓練するための電子式又は機械
式の装置である。
自動車のシャシ又はトレーラーに搭載したこの種の装置は、それぞれ 自動車のシャシ又はトレーラーに搭載したこの種の装置は、それぞれ
87.05 項又は87.16 項に属する（ただし、87.16 項の解説参照）。 87.05 項又は87.16 項に属する（ただし、87.16 項の解説参照）。
(２) （省 略） (２) （省 略）

（省 略） （省 略）
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８９．０６
ろ かい

その他の船舶（軍艦及び救命艇を含むものとし、櫓櫂船を除く。） ８９．０６
ろ かい

その他の船舶（軍艦及び救命艇を含むものとし、櫓櫂船を除く。）
8906.10 －軍艦 （新 設）
8906.90 －その他のもの

（省 略） （省 略）


